
水
道
メ
ー
タ
ー
（
量
水
器
）
の
使
用
は
、

計
量
法
で
８
年
以
内
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
年
は
７
月
下
旬
か
ら
９
月
中
旬
に

か
け
て
検
定
満
期
が
近
づ
い
た
水
道
メ
ー

タ
ー
の
取
替
え
作
業
を
実
施
し
ま
す
。

該
当
す
る
家
庭
や
事
務
所
な
ど
に
市
が

委
託
し
た
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が

作
業
に
伺
い
ま
す
。
（
取
替
え
業
務
証
明

書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。)

立
会
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
敷
地

内
に
立
ち
入
っ
て
作
業
を
し
た
り
、
作
業

中
に
は
一
時
的
な
断
水
状
態
に
な
り
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
理
解
と

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

費
用
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

市
上
下
水
道
グ
ル
ー
プ
（
内
線
293
）

と
き　

７
月
１
日
㈯
〜
８
月
31
日
㈭
の
月

曜
日
お
よ
び
木
曜
日

《
一
般
曹
候
補
生
・
自
衛
官
候
補
生
・
航

空
学
生
》
午
前
10
時
〜
正
午

《
防
衛
大
学
校
・
防
衛
医
科
大
学
校
（
医

科
・
看
護
科
）
》
午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ

自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所
（
安
城
市
三

河
安
城
町
１
│

10
│

14
）

問
合
せ
先

自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所

☎
７
４
│

６
８
９
４

善
意
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

市
へ　
　
　
　
　
　
　
　

（
敬
称
略
）

高
桑
雄
司（
高
浜
電
工
株
式
会
社
）

社
会
福
祉
協
議
会
へ　
　

（
敬
称
略
）

桒
原
一
幸
、
コ
カ･

コ
ー
ラ
イ
ー

ス
ト
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
、
株
式

会
社
豊
田
自
動
織
機
全
社
職
制
会
、

永
柳
和
枝

高浜市役所☎ 52－1111
■℻ 52－1110

広報たかはま　H29.7.1514

水

道

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
え
に

ご
協
力
を

そ
の
他

自
衛
隊
採
用
制
度
説
明
会

～かならず納期限内に納めましょう～
納税には口座振替が便利です
納め忘れがなく、納期ごとに金融機関やコンビ

ニなどへ出かけて支払う必要がありません。
口座振替の方は、残高の確認をお願いします。

口座振替申込
申込先　
金融機関もしくは□市税務グループ
持ち物　
通帳、通帳に使用している印鑑

※口座振替開始は、申込みから２か月後になります。

問合せ先
□市税務グループ
☎５２－１１１１（内線２４４・２４５・２５８）
※口座振替は（内線２４１・２４３・２５９）へ

固定資産税・
都市計画税第２期の納期限は

7月31日（月）です
海で安全に

楽しく遊ぶための
お願い

名古屋海上保安部

○子どもからは絶対に目を離さないでください！
○ボートに乗るとき、防波堤で魚釣りをするとき
は大人も子どももライフジャケットを着用しま
しょう！

○風が強い日や海が荒れているときは、海に近付
かない！

○連絡手段の確保！
防水パックなどに入れた携帯電話を持ちましょ
う！

○海の事故は118番
に電話速報！

問合せ先　名古屋海上保安部　☎052－661－1615

！
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報
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愛
知
県
内
で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に

適
用
さ
れ
る
「
愛
知
県
の
最
低
賃
金
」
は

表
の
と
お
り
で
す
。

自
身
の
賃
金
額
が
最
低
賃
金
を
下
回
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、
刈
労
働

基
準
監
督
署
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
愛
知
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://aichi-roudoukyoku.jsite
.m
hlw
.go.jp/

問
合
せ
先

刈
谷
労
働
基
準
監
督
署

☎
２
１
│

４
８
８
５

あ
な
た
の
賃
金
額
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

高浜市役所 ☎ 52－1111
■℻ 52－1110

広報たかはま　H29.7.15 15

問合せ先　衣浦東部広域連合消防局予防課　☎63－0136

すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられて10年
が経過しようとしています。
取り付けた後も、いざというとき、故障や電池切れのないよう、

定期的に作動確認（垂れているひもを引くかボタンを押せばＯＫ）
をしましょう。
また、10年を経過した住宅用火災警報器は、電子部品の寿命や

電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、交換をお
すすめします。
今年は例年を上回るペースで火災が発生しています。火災による死者も消防局発

足以降、最悪のペースで発生しています。（５月31日時点で８人）住宅火災によ
り亡くなられた方のほとんどは、住宅用火災警報器が未設置でした。
まだ付いていない家庭は、大切な命を守るために一日も早く住宅用火災警報器を

設置しましょう。
詳しくは、消防局予防課へ問い合わせてください。

点検していますか？
住宅用火災警報器

◆ つけていてよかった！ ◆
火をつけたガスコンロにフ
ライパンを掛けたまま外出し
てしまいましたが、住宅用火
災警報器が作動し、近所の住
人がそれに気づいて119番
通報し、火災に至りませんで
した。

８５６円

８６７円

９０４円

時間額

８４５円

９２６円

８９６円
はん用機械器具、生産用機械器具、業
務用機械器具製造業　最低賃金

各種商品小売業　最低賃金

愛知県最低賃金

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造
業　最低賃金

輸送用機械器具製造業　最低賃金 

計量器・測定器・分析機器・試験機、
光学機械器具・レンズ、時計・同部分
品製造業　最低賃金

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業　
最低賃金

８４７円

自動車（新車）小売業　最低賃金 ８８８円

平成28年
12月16日

発効日

平成28年
10月1日

特
定
最
低
賃
金

地域
最低賃金

最低賃金名
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